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○ 「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について」の一部改正（平成 19 年 12 月 18 日厚生労働省発障第 1218002 号 厚生労働

事務次官通知） 

（変更点は下線部） 

新 旧 

厚生労働省発障第１２１８００２号 

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 

一部改正 厚生労働省発障第０２２９００１号 

平 成 ２ ０ 年  ２ 月 ２ ９ 日 

一部改正 厚生労働省発障第１１１４００１号 

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 １ ４ 日 

一部改正 厚生労働省発障０８１７第４号  

平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ ７ 日  

一部改正 厚生労働省発障０１２８第６号  

平 成 ２ ２ 年 １ 月 ２ ８ 日  

一部改正 厚生労働省発障０４２８第１０号 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日  

一部改正 厚生労働省発障０３３０第５号  

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

一部改正 厚生労働省発障０８２０第１号  

平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ２ ０ 日  

 

 都 道 府 県 知 事   

各 指 定 都 市 市 長  殿 

 児童相談所設置市市長  

 

厚生労働事務次官 

厚生労働省発障第１２１８００２号 

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 

一部改正 厚生労働省発障第０２２９００１号 

平 成 ２ ０ 年  ２ 月 ２ ９ 日 

一部改正 厚生労働省発障第１１１４００１号 

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 １ ４ 日 

一部改正 厚生労働省発障０８１７第４号  

平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ ７ 日  

一部改正 厚生労働省発障０１２８第６号  

平 成 ２ ２ 年 １ 月 ２ ８ 日  

一部改正 厚生労働省発障０４２８第１０号 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日  

一部改正 厚生労働省発障０３３０第５号  

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

 

 

 

 都 道 府 県 知 事   

各 指 定 都 市 市 長  殿 

 児童相談所設置市市長  

 

厚生労働事務次官 
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障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について 

 

標記の国庫負担金の交付については、別紙「障害児施設措置費（給

付費等）国庫負担金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により

行うこととされ、平成 19 年４月１日から適用することとされたの

で通知する。 

なお、平成 19年２月 23日厚生労働省発障第 0223004号本職通知

「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金及び知的障害者施設訓

練等支援費等国庫負担（補助）金について」は廃止する。 

おって、平成 18 年度以前に交付された国庫負担（補助）金の取

扱いについては、なお従前の例によるものとする。 

 

別紙 

 

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付要綱 

 

（通則） 

１ 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金については、予算の

範囲内において交付するものとし、児童福祉法（昭和 22 年法律

第 164 号。以下「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255

号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成 12 年厚生省・

労働省令第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について 

 

標記の国庫負担金の交付については、別紙「障害児施設措置費（給

付費等）国庫負担金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により

行うこととされ、平成１９年４月１日から適用することとされたの

で通知する。 

なお、平成１９年２月２３日厚生労働省発障第０２２３００４号

本職通知「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金及び知的障害

者施設訓練等支援費等国庫負担（補助）金について」は廃止する。 

おって、平成１８年度以前に交付された国庫負担（補助）金の取

扱いについては、なお従前の例によるものとする。 

 

別紙 

 

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付要綱 

 

（通則） 

１ 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金については、予算の

範囲内において交付するものとし、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び厚生

労働省所管補助金等交付規則（平成１２年厚生省・労働省令第６

号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 
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（交付の目的） 

２ この国庫負担金は、障害児入所施設、障害児通所支援事業所、

障害児相談支援事業所及び指定医療機関（以下「障害児入所施設

等」という。）における児童等の入所後又は委託後の保護に必要

な費用の負担及び障害児が障害児入所施設等において受けた指

定入所支援及び指定通所支援に要する費用の負担を行うことに

より障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義及び解釈） 

３ この交付要綱において、次に掲げる用語の定義及び解釈は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 「指定医療機関」とは、法第６条の２第３項に規定する指定

医療機関をいう。 

(２)  「障害児通所支援事業所」とは、法第 21条の５の 15第１項

に規定する障害児通所支援事業を行う事業所をいう。 

(３) 「障害児相談支援事業所」とは、法第 24条の 28第１項に規

定する障害児相談支援事業所をいう。 

(４) 「障害児入所施設」とは、法第 42 条に規定する障害児入所

施設をいう。 

(５) 「福祉型障害児入所施設」とは、法第 42 条第１号に規定す

る福祉型障害児入所施設をいう。 

(６) 「医療型障害児入所施設」とは、法第 42 条第２号の医療型

障害児入所施設をいう。 

(７) 「障害児入所措置費」とは、都道府県、指定都市又は児童相

談所設置市が、法第 27 条第１項第３号若しくは第２項に規定

 

（交付の目的） 

２ この国庫負担金は、障害児施設における児童等の入所後又は委

託後の保護に必要な費用の負担及び障害児が障害児施設におい

て受けた施設支援等に要する費用の負担を行うことにより障害

児の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

 

 

（用語の定義及び解釈） 

３ この交付要綱において、次に掲げる用語の定義及び解釈は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 「障害児施設」とは、児童福祉法第４２条に規定する知的障

害児施設、同法第４３条に規定する知的障害児通園施設、同法

第４３条の２に規定する盲ろうあ児施設、同法第４３条の３に

規定する肢体不自由児施設及び同法第４３条の４に規定する

重症心身障害児施設並びに同法第７条第６項に規定する独立

行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等

を行う独立行政法人に関する法律（平成２０年法律第９３号）

第４条第１項に規定する国立高度専門医療研究センターの設

置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの（以下

「指定医療機関」という。）をいう。 

 

 

(２) 「障害児施設措置費」とは、都道府県、指定都市又は児童相

談所設置市が、児童福祉法第２７条第１項第３号若しくは第２
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する措置をとった場合における法第 50 条第７号及び第７号の

２に規定するその児童等の入所後又は委託後の保護につき法

第 45 条の設備及び運営基準を維持するために必要な費用（指

定医療機関については、委託後の治療等に要する費用とする。）

をいい、次の費目に分けるものとする。 

ア 事務費 

障害児入所施設及び指定医療機関を運営するために必要な

職員の人件費、その他の事務の執行に伴う諸経費をいう。 

イ 事業費 

事務費以外の経費であって、障害児入所施設及び指定医療

機関に入所している措置児童等（ただし、措置停止中のもの

を除く。）に直接必要な諸経費を総称したものをいう。 

ウ 福祉・介護職員処遇改善加算費 

福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後増加する人材需

要へ応えるため、職員の処遇改善に取り組む障害児入所施設に

対し、助成を行う経費。 

エ 福祉・介護職員処遇改善特別加算費 

介護保険サービスと比べた障害児入所施設の特性を踏ま

え、福祉・介護職員の処遇改善をより一層推し進める障害児入

所施設に対し、助成を行う経費。 

(８) 「やむを得ない事由による措置費」とは、法第 21 条の６に

基づき、指定都市、児童相談所設置市及び市町村（特別区を含

み、指定都市及び児童相談所設置市を除く。）が行う行政処分

に要する費用をいう。 

(９) 「障害児入所施設の定員」とは、都道府県、指定都市、中核

市及び市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。以

項に規定する措置をとった場合における同法第５０条第７号

及び第７号の２に規定するその児童等の入所後又は委託後の

保護につき同法第４５条の最低基準を維持するための費用（指

定医療機関については、委託後の治療等に要する費用とする。）

をいい、次の費目に分けるものとする。 

ア 事務費 

障害児施設を運営するために必要な職員の人件費、その他

の事務の執行に伴う諸経費をいう。 

イ 事業費 

事務費以外の経費であって、障害児施設に入所している措

置児童等（ただし、措置停止中のものを除く。）に直接必要

な諸経費を総称したものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 「障害児施設の定員」とは、都道府県、指定都市、中核市及

び市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。以下同
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下(10）において同じ。）以外（以下「社会福祉法人等」とする。） 

の設置する施設にあっては、都道府県知事、指定都市又は児童

相談所設置市の市長が認可した定員をいい、都道府県、指定都

市、中核市及び市町村の設置する施設にあっては、当該地方公

共団体が、条例等で定めた定員をいう。 

(10) 「措置児童等」とは、都道府県、指定都市又は児童相談所設

置市が、法第 27 条第１項第３号若しくは第２項に規定する措

置をとった児童、法第 31 条に規定する保護期間の延長を認め

た者及び市町村が法第 21 条の６に規定する措置をとった児童

をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じ。）以外（以下「社会福祉法人等」とする。） の設置する

施設にあっては、都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置

市の市長が認可した定員をいい、都道府県、指定都市、中核市

及び市町村の設置する施設にあっては、当該地方公共団体が、

条例等で定めた定員をいう。 

(４) 「措置児童等」とは、都道府県、指定都市又は児童相談所設

置市が、児童福祉法第２７条第１項第３号若しくは第２項に規

定する措置をとった児童及び同法３１条、同法６３条の２に規

定する在所期間の延長を認めた者並びに同法６３条の３に規

定する措置を認めた者をいう。  

(５) 「知的障害児施設」にあっては、児童福祉施設最低基準（昭

和２３年厚生省令第６３号）第４８条第１号に規定する自閉症

児施設（以下「自閉症児施設」という。）を区別して呼称する

ものとし、また同第４８条第２号に規定する第一種自閉症児施

設又は同条第３号に規定する第二種自閉症児施設のいずれか

を指す場合にはそれぞれ「第一種自閉症児施設」又は「第二種

自閉症児施設」と呼称する。 

(６) 「盲ろうあ児施設」にあっては、児童福祉施設最低基準第６

０条第１項に規定する盲児施設、同条第２項に規定するろうあ

児施設及び同条同項第１号に規定する難聴幼児通園施設のい

ずれかを指す場合には、それぞれ「盲児施設」、「ろうあ児施

設」及び「難聴幼児通園施設」と呼称する。 

(７) 「肢体不自由児施設」には、その入所部及び通園部（昭和３

８年６月１１日厚生省発児第１２２号通知「し体不自由児施設

の通園児童に対する療育について」による通園児童療育部門及

び児童福祉施設最低基準第６８条第２号に規定する肢体不由
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(11) 「保護単価」とは、措置児童等の１人当たりの事務費、事業

費の月額及びその他の単価であって、５の（１）のウに定めると

ころにより都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市

長がその施設について設定したものをいう。 

(12) 「支弁額」とは、保護単価に、その月の定員、措置人員又は

入所者数並びにその他の員数を乗じて得た額に、福祉・介護職

員処遇改善加算費及び福祉・介護職員処遇改善特別加算費を合

計して得た額等であって、５の（１）のエ又は（２）のウに定めると

ころにより施設に対し各月算定して支弁しなければならない

ものをいう。  

(13) 「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26

号）に規定する小学校（特別支援学校の小学部を含む。）及び

中学校（特別支援学校の中学部を含む。）をいう。 

(14) 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。 

ア 「１級地」とは、人事院規則九―四九（地域手当）（平成

18 年２月１日人事院規則九－四九）別表第一（以下「級地区

分表」という。）の支給割合が一級地とされている地域とす

る。 

児通園施設をいう。）を含み、そのいずれかを指す場合には、

「肢体不自由児施設入所部」又は「肢体不自由児施設通園部」

と呼称する。また、「肢体不自由児施設」にあっては、児童福

祉施設最低基準第６８条第３号に規定する肢体不自由児療護

施設（ 以下「肢体不自由児療護施設」という。)を区別して呼

称する。 

(８) 「重症心身障害児施設」には、重症心身障害児を入所させる

指定医療機関を含むものとする。 

(９) 「保護単価」とは、措置児童等の１人当りの事務費、事業費

の月額及びその他の単価であって、５の（１）のウに定めるとこ

ろにより都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長

がその施設について設定したものをいう。 

(10) 「支弁額」とは、保護単価に、その月の定員、措置人員又は

入所者数並びにその他の員数を乗じて得た額等であって、５の

（１）のエ又は（２）のウに定めるところにより施設に対し各月算定

して支弁しなければならないものをいう。 

  

 

(11) 「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）に規定する小学校（特別支援学校の小学部を含む。）及

び中学校（特別支援学校の中学部を含む。)をいう。 

(12) 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。 

ア 「１級地」とは、人事院規則九―四九（地域手当）（平成

１８年２月１日人事院規則九－四九）別表第一（以下「級地

区分表」という。）の支給割合が一級地とされている地域と

する。 
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イ 「２級地」とは、級地区分表の支給割合が二級地とされて

いる地域とする。 

ウ 「３級地」とは、級地区分表の支給割合が三級地とされて

いる地域並びに東京都のうち東久留米市とする。 

エ 「４級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が四級地とされている地域並びに千葉県のうち習志野市及び

八千代市、東京都のうち小金井市、神奈川県のうち綾瀬市、

座間市及び逗子市、大阪府のうち摂津市及び大東市並びに広

島県のうち府中町とする。 

オ 「５級地」とは、東京都のうち、東大和市並びに大阪府の

うち松原市とする。 

カ 「６級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が五級地とされている地域並びに埼玉県のうち狭山市、蕨市、

川口市のうち旧鳩ヶ谷市、新座市、富士見市、ふじみ野市及

び三芳町、神奈川県のうち伊勢原市及び寒川町、大阪府のう

ち大阪狭山市及び忠岡町並びに兵庫県のうち川西市とする。 

キ 「７級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が六級地とされている地域並びに京都府のうち長岡京市とす

る。 

ク 「その他」とは、アからキ以外の地域とする。 

(15) 「指定入所支援費用基準額」とは、「児童福祉法に基づく指

定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平成 24

年厚生労働省告示第 123号）により算定した費用の額（その額

が現に当該指定入所支援（法第 24 条の２第１項に規定する指

定入所支援をいう。）に要した費用（入所特定費用を除く。）

を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した額とする。）

イ 「２級地」とは、級地区分表の支給割合が二級地とされて

いる地域とする。 

ウ 「３級地」とは、級地区分表の支給割合が三級地とされて

いる地域並びに東京都のうち東久留米市とする。 

エ 「４級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が四級地とされている地域並びに千葉県のうち習志野市及び

八千代市、東京都のうち小金井市、神奈川県のうち綾瀬市、

座間市及び逗子市、大阪府のうち摂津市及び大東市並びに広

島県のうち府中町とする。 

オ 「５級地」とは、東京都のうち、東大和市並びに大阪府の

うち松原市とする。 

カ 「６級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が五級地とされている地域並びに埼玉県のうち狭山市、蕨市、

鳩ヶ谷市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町、神奈

川県のうち伊勢原市及び寒川町、大阪府のうち大阪狭山市及

び忠岡町並びに兵庫県のうち川西市とする。 

キ 「７級地」とは、級地区分表及び附則別表第一の支給割合

が六級地とされている地域並びに京都府のうち長岡京市とす

る。 

ク 「その他」とは、アからキ以外の地域とする。 

(13) 「指定施設支援費用基準額」とは、「児童福祉法に基づく指

定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平成１８

年厚生労働省告示第５５７号）により算定した費用の額（その

額が現に当該指定施設支援に要した費用（特定費用を除く。）

を超えるときは、当該現に指定施設支援（児童福祉法第２４条

の２第１項に規定する指定施設支援をいう。）に要した額とす
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をいう。 

なお、平成 24年３月 31日までに提供された指定施設支援に

要した費用にかかる「指定施設支援費用基準額」の取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

(16)  「指定通所支援等費用基準額」とは、「児童福祉法に基づく

指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定

に関する基準」（平成 24 年厚生労働省告示第 122 号）により

算定した費用の額（その額が現に当該指定通所支援（法第 21

条の５の３第１項に規定する指定通所支援をいう。）及び基準

該当通所支援（法第 21 条の５の４第１項第２号に規定する基

準該当通所支援をいう。）に要した費用（通所特定費用を除く。）

を超えるときは、当該現に指定通所支援及び基準該当通所支援

に要した額とする。）をいう。 

なお、平成 24年３月 31日までに提供された指定施設支援に

要した費用にかかる「指定施設支援費用基準額」の取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

 

（交付の対象） 

４ この国庫負担金は、次の事業を交付の対象とする。   

(１) 障害児施設措置費国庫負担金 

ア 障害児入所措置費 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、法第 27条第

１項第３号又は第２項に規定する措置をとった場合における

法第 50 条第７号及び第７号の２に規定するその児童等の入

所後又は委託後の保護につき、法第 45条の設備及び運営基準

を維持するために必要な費用(指定医療機関については、委託

る。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付の対象） 

４ この国庫負担金は、次の事業を交付の対象とする。 

(１) 障害児施設措置費国庫負担金 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、児童福祉法第

２７条第１項第３号又は第２項に規定する措置をとった場合に

おける同法第５０条第７号及び第７号の２に規定するその児童

等の入所後又は委託後の保護につき、同法第４５条の最低基準

を維持するために必要な費用(指定医療機関については、委託後

の治療等に要する費用とする。） 
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後の治療等に要する費用とする。） 

イ やむを得ない事由による措置費 

指定都市、児童相談所設置市又は市町村（特別区及び地方

自治法第 284 条第１項に掲げる一部事務組合並びに広域連合

を含み、指定都市及び児童相談所設置市を除く。以下同じ）

が法第 21条の６に規定する措置をとった場合に必要な費用。 

(２) 障害児施設給付費等国庫負担金 

ア 障害児入所給付費等 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、法第 24条の

２に規定する障害児入所給付費、法第 24条の６に規定する高

額障害児入所給付費若しくは法第 24 条の７に規定する特定

入所障害児食費等給付費又は法第 24 条の 20 に規定する障害

児入所医療費（以下「障害児入所給付費等」という。）の支

給をした場合における法第 50 条第６号の４に規定する障害

児入所給付費等の支給に要する費用 

イ 障害児通所給付費等 

指定都市、児童相談所設置市又は市町村が、法第 21条の５

の３に規定する障害児通所給付費、法第 21条の５の４に規定

する特例障害児通所給付費若しくは法第 21 条の５の 12 に規

定する高額障害児通所給付費又は法第 21 条の５の 28 に規定

する肢体不自由児通所医療費（以下「障害児通所給付費等」

という。）の支給をした場合における法第 51条第１号に規定

する障害児通所給付費等の支給に要する費用 

ウ 障害児相談支援給付費等 

指定都市、児童相談所設置市又は市町村が法第 24条の 26

に規定する障害児相談支援給付費及び法第 24条の 27に規定

 

 

 

 

 

 

(２) 障害児施設給付費等国庫負担金 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、児童福祉法第

２４条の２に規定する障害児施設給付費、同法第２４条の６に

規定する高額障害児施設給付費若しくは第２４条の７に規定す

る特定入所障害児食費等給付費又は第２４条の２０に規定する

障害児施設医療費（以下「障害児施設給付費等」という。）の

支給をした場合における同法第５０条第６号の４に規定する障

害児施設給付費等の支給に要する費用。 
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する特例障害児相談支援給付費（以下「障害児相談支援給付

費等」という。）の支給をした場合における法第 51条第６号

に規定する障害児相談支援給付費等の支給に要する費用 

エ 旧障害児施設給付費等 

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障

害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生

活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（平成 22

年法律第 71号）第４条による改正前の児童福祉法（以下「旧

法」という。）第 24条の２に規定する障害児施設給付費、旧

法第 24 条の６に規定する高額障害児施設給付費若しくは旧

法第 24 条の７に規定する特定入所障害児食費等給付費又は

旧法第 24条の 20に規定する障害児施設医療費（平成 24年３

月 31日までに提供されたものに限る。）に関して、都道府県、

指定都市、児童相談所設置市の支給に要する費用 

 

（交付額の算定方法） 

５ この国庫負担金の交付額は、次の（１）及び（２）により算出された

額の合計額とする。 

(１) 障害児施設措置費国庫負担金 

ア 基本額 

(ア) 障害児入所措置費 

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体

における支弁総額（個々の障害児入所施設及び指定医療機

関に対する各月の支弁額の年間の合算額の全障害児入所施

設及び指定医療機関の合計額をいい、その額がその地方公

共団体が児童等の措置のために要した実支出額（当該費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付額の算定方法） 

５ この国庫負担金の交付額は、次の（１）及び（２）により算出された

額の合計額とする。 

(１) 障害児施設措置費国庫負担金 

ア 基本額 

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体に

おける支弁総額（個々の施設等に対する各月の支弁額の年間

の合算額の全施設等の合計額をいい、その額がその地方公共

団体が児童等の措置のために要した実支出額（当該費用のた

めの寄付金があるときは、その寄付金の額を控除するものと

する。)を超えるときは実支出額とする。)から当該年度にお
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のための寄付金があるときは、その寄付金の額を控除する

ものとする。)を超えるときは実支出額とする。) から当該

年度におけるオに定める徴収金基準額を控除した額を基本

額として負担するものであること。 

なお、福祉・介護職員処遇改善加算費及び福祉・介護職

員処遇改善特別加算費については、①及び②により算定す

る。 

① 福祉・介護職員処遇改善加算費 

各月の支弁額（福祉・介護職員処遇改善加算費及び福

祉・介護職員処遇特別加算費を除く。以下②において同

じ。）に「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職

員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」（平成 24年３月 30日

障障発 0330 第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部障害福祉課長通知）（以下「処遇改善事務処理手順」と

いう。）に定める基準に該当する場合に処遇改善事務処理

手順に定める基準による福祉・介護職員処遇改善加算率を

乗じて得た額とする。 

② 福祉・介護職員処遇改善特別加算費 

各月の支弁額に処遇改善事務処理手順に定める基準に

該当する場合に処遇改善事務処理手順に定める基準によ

る福祉・介護職員処遇改善特別加算率を乗じて得た額とす

る。 

(イ) やむを得ない事由による措置費 

次に掲げる額の合計額を基本額として負担するものであ

ること。 

けるオに定める徴収金基準額を控除した額を基本額として負

担するものであること。 
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① 「やむを得ない事由による措置（障害児通所支援に限

る。）を行った場合の単価等の取扱いについて」（平成

24 年６月 25 日障障発 0625 第１号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の１に基づき算定

した費用から、同通知の別紙に基づき算定した通所利用

者負担額を控除した額とする。 

② 障害児通所支援事業所（児童発達支援センターを除

く。）において、食事の提供が行われた場合、１日につ

き 650円算定する。 

イ 負担額及び負担区分 

国は、アにより算定した国庫負担の基本額に対し、法第 53

条の規定によりその２分の１に相当する額を負担するもので

あること。なお、国、都道府県、指定都市、児童相談所設置

市又は市町村は、法第 50条第７号及び第７号の２並びに法第

51 条第２号の規定により、次の表に掲げる区分によりそれぞ

れ措置費を負担するものである。 

 

経費の種別 措置の主

体の区分 

児童等

の入所

先施設

の区分 

措置費の負担区分 

都道

府県 

 

指定都市 

児童相談

所設置市 

市町

村 

国 

障 害 児

入 所 施

設 の 措

置費 

都 道 府

県、指定

都市及び 

児童相談

所設置市 

都 道 府

県 立 施

設、市町

村 立 施

設 及 び

1/2 - 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 負担額及び負担区分 

国は、アにより算定した国庫負担の基本額に対し、児童福

祉法第５３条の規定によりその２分の１に相当する額を負担

するものであること。なお、国、都道府県、指定都市及び児

童相談所設置市は、同法第５０条第７号及び第７号の２の規

定により、次の表に掲げる区分によりそれぞれその措置費を

負担するものである。 

 

経費の種別 措置主体の区分 児童等の

入所先施

設の区分 

措置費の負担区分 

都道府県 

指定都市 

児童相談所設置市 

国 

施設の措

置費 

都道府県、 

指定都市及び 

児童相談所設

置市 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

1/2 1/2 
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社 会 福

祉 法 人

立 施 設

等 

や む を

得 な い

事 由 に

よ る 措

置費 

指 定 都

市、児童

相談所設

置市及び 

市町村 

都 道 府

県 立 施

設、市町

村 立 施

設 及 び

社 会 福

祉 法 人

立 施 設

等 

1/4 1/4 1/2 

 

ウ 保護単価の設定の方法 

① 保護単価の関係者への通知 

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は、

その監督に属する障害児入所施設及び指定医療機関につい

て、次の②から③までに定めるところによりその年度にお

ける措置費の保護単価を設定しなければならないこと。 

この場合において、都道府県知事、指定都市又は児童相

談所設置市の市長は、その保護単価その他の支弁に関する

必要な事項について障害児入所施設及び指定医療機関の長

に対し通知する措置を講ずること。 

② 事務費の保護単価の設定方法 

(ア） 福祉型障害児入所施設のその年度における措置児童１

法人立施

設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 保護単価の設定の方法 

① 保護単価の関係者への通知 

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は、

その監督に属する障害児施設について、次の②から③まで

に定めるところによりその年度における措置費の保護単価

を設定しなければならないこと。 

この場合において、都道府県知事、指定都市又は児童相

談所設置市の市長は、その保護単価その他の支弁に関する

必要な事項について障害児施設の長に対し通知する措置を

講ずること。 

② 事務費の保護単価の設定方法 

(ア) 知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通



14 
 

人当たりの事務費の月額保護単価の設定は、個々の施設

ごとにその所在する地域、定員等により定まる別表５の

事務費の保護単価の、１一般分保護単価（別表６または

別表７の職種別職員定数表等に基づき算定した額）をそ

のまま設定するものとし、その施設が別表１の第２欄に

掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第３欄に

定める加算分保護単価を加算した額をもってその施設の

事務費の保護単価とする。 

 

 

(イ)  (ア)により保護単価が設定されたときは、これをその年

度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものと

し、その後においてその年度中にその障害児入所施設及

び指定医療機関の定員の改定等があった場合において

は、その改定のあった日の属する月の翌月分（その月の

初日にその改定があったときはその月分）の支弁から、(ア)

の方法により、その施設の保護単価を改定する。 

③ 事業費の保護単価の設定方法 

事業費の保護単価の設定は、別表２の(２)から(18)までに

掲げる事業費の各費目の保護単価をそのまま設定するもの

とする。 

エ 各月の支弁額の算式及び支弁の方法 

① 都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の支弁義務 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市は、法第 50条

第７号及び第７号の２の規定によりその障害児入所施設及

び指定医療機関に対し、②から④に定めるところにより月

園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、

肢体不自由児療護施設のその年度における措置児童１人

当たりの事務費の月額保護単価の設定は、個々の施設ご

とにその所在する地域、定員等により定まる別表５の事

務費の保護単価の、１一般分保護単価（別表６または別

表７の職種別職員定数表等に基づき算定した額）をその

まま設定するものとし、その施設が別表１の第２欄に掲

げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第３欄に定

める加算分保護単価を加算した額をもってその施設の事

務費の保護単価とする。 

（イ） （ア）により保護単価が設定されたときは、これをその

年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものと

し、その後においてその年度中にその施設の定員の改定

等があった場合においては、その改定のあった日の属す

る月の翌月分（その月の初日にその改定があったときは

その月分）の支弁から、(ア）の方法により、その施設の保

護単価を改定する。 

③ 事業費の保護単価の設定方法 

事業費の保護単価の設定は、別表２の（２）から（１８）

までに掲げる事業費の各費目の保護単価をそのまま設定す

るものとする。 

エ 各月の支弁額の算式及び支弁の方法 

① 都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の支弁義務 

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市は、児童福祉

法第５０条第７号及び第７号の２の規定によりその施設等

に対し、②及び③に定めるところにより月を単位として算
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を単位として算定した事務費及び事業費の費目の種類ごと

の支弁額を合計した額に、福祉・介護職員処遇改善加算費

及び福祉・介護職員処遇改善特別加算費を合計した額をそ

の月の措置費の支弁額として支弁しなければならないこ

と。 

② 障害児入所措置費の費目の使途 

障害児入所施設及び指定医療機関に対する措置費の費目

の種類は次のとおりとする。 

(ア）  別表２の第１欄に掲げる費目 

(イ）  福祉・介護職員処遇改善加算費 

(ウ）  福祉・介護職員処遇改善特別加算費 

③ 障害児入所措置費の各月の支弁額の算式 

障害児入所施設及び指定医療機関に対する措置費の各月

の支弁額の算式は次のとおりとする。 

(ア）  別表２の第２欄から第４欄に掲げるとおり 

(イ） ５の(１)のアの(ア)の①のとおり 

(ウ） ５の(１)のアの(ア)の②のとおり 

④ 定員外支弁の禁止 

障害児入所措置費の支弁額の算定にあたっては、やむを

得ない特別の理由がある場合を除いては、その施設の定員

をこえる部分は算入しないものとする。 

オ 徴収金基準額 

① 各月の基準額の算定方法 

各年度における徴収金基準額は、その措置児童単位に、

別表４の各月初日（月の途中で入所した措置児童について

はその月の初日。以下この項において同じ。）の措置児童

定した事務費及び事業費の費目の種類ごとの支弁額を合計

した額をその月の措置費の支弁額として支弁しなければな

らないこと。 

 

 

② 障害児施設措置費の費目の使途及び各月の支弁額の算式 

知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通園

施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体

不自由児施設、肢体不自由児を入所させる指定医療機関、

肢体不自由児療護施設、第一種自閉症児施設、重症心身障

害児施設に対する措置費の費目の種類は、別表２の第１欄

に掲げるとおりとし、それぞれの費目の種類ごとの支弁対

象児童等、その経費の使途及びその各月の支弁額の算式は、

同表の第２欄から第４欄に掲げるとおりとする。 

 

 

 

③ 定員外支弁の禁止 

障害児施設措置費の支弁額の算定にあたっては、やむを

得ない特別の理由がある場合を除いては、その施設の定員

をこえる部分は算入しないものとする。 

オ 徴収金基準額 

① 各月の基準額の算定方法 

各年度における徴収金基準額は、その措置児童単位に、

別表４－１の施設種別及び各月初日（月の途中で入所した

措置児童についてはその月の初日。以下この項において同
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及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者の税額等によ

る階層区分によって定まる基準額（この額にその月のその

措置児童に係る次の②により算定した支弁額が満たない場

合においては、その支弁額とする。）により算定した額の

年間の合算額とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①における各月の支弁額の算定方法 

(ア） 福祉型障害児入所施設の措置費の各月のその措置児童

等１人当たりの支弁額は、次の算式(１)により算定した額

とする。 

ただし、その措置児童等の在籍日数が１か月未満であ

るときは、算式(2)によるものとする。 

なお、民間施設給与等改善費及び知的障害児自活訓練

事業加算費は、徴収の対象とはならないこととする。 

 

 

算式(1) 

その施設の事務費の月額保護単価（民間施設給与等改

じ。）の措置児童及びその措置児童の属する世帯の扶養義

務者の税額等による階層区分によって定まる基準額（この

額にその月のその措置児童に係る次の②により算定した支

弁額が満たない場合においては、その支弁額とする。）に

より算定した額の年間の合算額とすること。 

ただし、措置児童等で、各月初日の年齢が２０歳以上で

ある者（この項において「入所者」という。）の場合には、

次により算定した額の年間の合算額とする。 

別表４－２の各月初日の入所者の対象収入等による階層

区分によって定まる基準額と別表４－１の施設種別及び各

月初日の入所者の属する世帯の扶養義務者の税額等による

階層区分によって定まる基準額との合算額（この額にその

月のその入所者に係る次の②により算定した支弁額が満た

ない場合においては、その支弁額とする。）とする。 

② ①における各月の支弁額の算定方法 

（ア） 知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通

園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設又

は肢体不自由児療護施設の措置費の各月のその措置児童

等１人当たりの支弁額は、次の算式（１）により算定し

た額とする。 

ただし、その措置児童等の在籍日数が１か月未満であ

るときは、算式（２）によるものとする。 

なお、民間施設給与等改善費及び知的障害児自活訓練

事業加算費は、徴収の対象とはならないこととする。 

算式（１） 

その施設の事務費の月額保護単価（民間施設給与等改
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善費及び知的障害児自活訓練事業加算費の単価を除く。

次の算式(2)においても同じ。）＋事業費の各費目のその月

におけるその措置児童等につきその支弁した合額 

算式(2) 

〔（事務費の月額保護単価＋事業費の各費目のうち月

額保護単価により支弁した額の合算額）÷その月の日数〕

×その月の措置児童等在籍日数＋月額保護単価により支

弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 

(イ） 医療型障害児入所施設及び指定医療機関の措置費の各

月のその措置児童１人当たりの支弁額は、事業費の各費

目のその月におけるその措置児童につき支弁した額（そ

の措置児童等の在籍日数が１か月未満であるときの事業

費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、前記

①の算式(2)に準じて算定した額。）の合算額とする。 

なお、民間施設給与等改善費及びスプリンクラー保守

管理等費は、徴収の対象とはならないこととする。 

 

 

（２） 障害児施設給付費等国庫負担金 

ア 基本額 

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体に

おける基準額（別表３の第３欄に掲げる基準額の合計額をい

う。）を基本額として負担するものであること。  

イ 負担額及び負担区分 

国は、アにより算定した基本額に対し、この国庫負担金に

ついては、法第 53条の規定により、その２分の１に相当する

善費、知的障害児自活訓練事業加算費の単価を除く。次

の算式（２）においても同じ。）＋事業費の各費目のそ

の月におけるその措置児童等につきその支弁した合算額 

算式（２） 

〔（事務費の月額保護単価＋事業費の各費目のうち月

額保護単価により支弁した額の合算額）÷その月の日数〕

×その月の措置児童等在籍日数＋月額保護単価により支

弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 

(イ） 肢体不自由児施設、肢体不自由児を入所させる指定医

療機関、第一種自閉症児施設又は重症心身障害児施設の

措置費の各月のその措置児童１人当たりの支弁額は、事

業費の各費目のその月におけるその措置児童につき支弁

した額（その措置児童等の在籍日数が１か月未満である

ときの事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁

額は、前記①の算式（２）に準じて算定した額。）の合

算額とする。 

なお、民間施設給与等改善費及びスプリンクラー保守

管理等費は、徴収の対象とはならないこととする。 

（２） 障害児施設給付費等国庫負担金 

ア 基本額 

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体に

おける基準額（別表３の第３欄に掲げる基準額の合計額をい

う。）を基本額として負担するものであること。  

イ 負担額及び負担区分 

国は、アにより算定した基本額に対し、障害児施設給付費

等については、児童福祉法第５３条の規定により、その２分
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額を負担するものである。 

なお、国、都道府県、指定都市、児童相談所設置市又は市

町村は、法第 50条第６号の４、法第 51条第１号及び第６号、

法第 53条及び旧法第 50条第６号の４並びに旧法第 53条の規

定により、次の表に掲げる区分によりそれぞれその給付費を

負担するものである。 

 

経費の

種別 

実施者の区分 障害児の

入所先施

設等の区

分 

障害児施設給付費等 

の負担区分 

都道

府県 

指定都市 

児童相談所

設置市 

市町

村 

国 

障害児

入所給

付費等 

都道府県、 

指定都市及

び児童相談

所設置市 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

法人立施

設等 

1/2 － 1/2 

障害児

通所給

付費等 

指定都市、 

児童相談所

設置市及び

市町村 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

法人立施

設等 

1/4 1/4 1/2 

の１に相当する額を負担するものである。 

なお、国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市は、

同法第５０条第６号の４及び第５３条の規定により、次の表

に掲げる区分によりそれぞれその障害児施設給付費を負担す

るものである。 

 

 

経費の種別 実施者の区分 障害児の

入所先施

設の区分 

障害児施設給付費等 

の負担区分 

都道府県 

指定都市 

児童相談所設置市 

国 

障害児施

設給付費

等 

都道府県、 

指定都市及び 

児童相談所設

置市 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

法人立施

設等 

1/2 1/2 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

障害児

相談支

援給付

費等 

 

指定都市、 

児童相談所

設置市及び

市町村 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

法人立施

設等 

1/4 1/4 1/2 

旧障害

児施設

給付費

等 

都道府県、

指定都市及

び児童相談

所設置市 

都道府県

立施設、

市町村立

施設及び

社会福祉

法人立施

設等 

1/2 － 1/2 

 

ウ 対象経費等 

この国庫負担金の費目の種類は、別表３の第１欄に掲げる

とおりとし、それぞれの費目の種類ごとの対象経費及びその

基準額は、同表の第２欄及び第３欄に掲げるとおりとする。 

 

 

（国庫負担金の概算払） 

６ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支

払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 対象経費等 

障害児施設給付費等の費目の種類は、別表３の第１欄に掲

げるとおりとし、それぞれの費目の種類ごとの対象経費及び

その基準額は、同表の第２欄及び第３欄に掲げるとおりとす

る。 

 

（国庫負担金の概算払） 

６ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支

払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。 
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（交付の条件） 

７ この国庫負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものと

する。 

(１) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。 

(２) 事業が予定の期間内に完了していない場合又は事業の執行

が困難となった場合には速やかに厚生労働大臣に報告してそ

の指示を受けなければならない。 

(３) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円

以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令第 14 条第１項第２号の規定により

厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣

の承認を受けないで、この国庫負担金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄して

はならない。 

(４) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収

入があった場合においては、その収入の全部または一部を国庫

に納付させることがある。 

(５) 事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、

事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理する

とともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(６) 国庫負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかに

した別紙様式１による調書を作成し、これを事業完了後５年間

保存しておかなければならない。 

 

 

（交付の条件） 

７ この国庫負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものと

する。 

(１) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。 

(２) 事業が予定の期間内に完了していない場合又は事業の執行

が困難となった場合には速やかに厚生労働大臣に報告してそ

の指示を受けなければならない。 

(３) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円

以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定によ

り厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大

臣の承認を受けないで、この国庫負担金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄し

てはならない。 

(４) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収

入があった場合においては、その収入の全部または一部を国庫

に納付させることがある。 

(５) 事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、

事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理する

とともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(６) 国庫負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかに

した別紙様式１による調書を作成し、これを事業完了後５年間

保存しておかなければならない。 
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（申請の手続き） 

８ この国庫負担金の交付の申請は、次により行うものとする。 

(１) 都道府県知事は、別紙様式２－１による申請書に関係書類を

添えて別途定める日までに厚生労働大臣に提出するものとす

る。 

(２) 指定都市及び児童相談所設置市の市長並びに市町村長（４の

(１)のイ、(２)のイ及びウの事業に限る。以下 12において同じ。）

は別紙様式３による申請書に関係書類を添えて都道府県知事

が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。 

(３) 都道府県知事は、(２)の申請書を受理したときは、その内容を

審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、

これをとりまとめのうえ、都道府県分とあわせて厚生労働大臣

に提出するものとする。 

(４) (１)から(３)に係るものを除き、指定都市及び児童相談所設置市

の市長は、別紙様式２－２による申請書に関係書類を添えて別

途定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

９ この国庫負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容

を変更して追加交付申請等を行う場合には、８に定める申請手続

に従い、別途定める日までに行うものとする。 

 

 

 

 

 

（申請の手続き） 

８ この国庫負担金の交付の申請を行う場合には、都道府県知事、

指定都市又は児童相談所設置市の市長は、「障害児施設措置費（給

付費等）国庫負担金交付申請書」（様式第１号）を毎年度６月末

日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更申請手続） 

９ この国庫負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容

を変更して追加交付申請等を行う場合には、「障害児施設措置費

（給付費等）国庫負担金変更交付申請書」（様式第２号）に、関

係書類及び当該措置費等に関する歳入歳出予算書抄本を添付し

て、別途定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとす

る。 
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（交付決定までの標準的期間） 

10 都道府県知事は、８(2)又は９による交付申請書が到達したとき

は速やかに厚生労働大臣に提出を行うものとし、厚生労働大臣

は、交付申請書が到達したときは速やかに交付の決定（決定の変

更を含む。）を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

11 都道府県知事は、指定都市及び児童相談所設置市並びに市町村

分に係る障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金（障害児入所

措置費、障害児入所給付費等及び旧障害児施設給付費等を除く。）

について厚生労働大臣の交付の決定（決定の変更を含む。）があ

ったときには、指定都市及び児童相談所設置市の市長並びに市町

村長に対し、別紙様式４又は別紙様式５により速やかに交付決定

内容及びこれに付された条件の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

12 この国庫負担金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

(１) 都道府県は、当該年度の事業が完了したときは、別紙様式６

－１による事業実績報告書に関係書類を添えて翌年度の６月

末日まで(７の(１)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場

合は、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過し

た日）に厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 

(２) 指定都市及び児童相談所設置市の市長並びに市町村長は、当

該年度の事業が完了したときは、別紙様式７による事業実績報

告書に関係書類を添えて都道府県知事が定める日まで（７の(１)

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通

（交付決定までの標準的期間） 

10 厚生労働大臣は、交付申請書が到達した日から起算して２月以

内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実績報告） 

11 都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は、当該

年度の事業が完了したときは、「障害児施設措置費（給付費等）

国庫負担金に係る事業実績報告書」（様式第３号）に関係書類及

び当該措置費等に関する歳入歳出決算書抄本を添付して、翌年度

の６月末日（７の(１)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場

合は、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した

日）までに厚生労働大臣にこれを提出すること。 
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知を受理した日から起算して１か月を経過した日）に都道府県

知事に提出して行わなければならない。 

(３) 都道府県知事は、(２)の報告書を受理したときは、その内容を

審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適正と認めたときは、

これをとりまとめのうえ、都道府県分とあわせて厚生労働大臣

に提出して行うものとする。 

(４) (１)から(３)に係るものを除き、指定都市及び児童相談所設置市

の市長は、別紙様式６－２による事業実績報告書に関係書類を

添えて翌年度の６月末日まで（７の(１)により事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から起算

して１か月を経過した日)に厚生労働大臣に提出して行わなけ

ればならない。 

 

（国庫負担金の額の確定の通知） 

13 都道府県知事は、指定都市又は児童相談所設置市並びに市町村

分に係る障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金（障害児入所

措置費、障害児入所給付費等及び旧障害児施設給付費等を除く。）

について厚生労働大臣の交付額の確定があったときは、市町村長

に対し別紙様式８により、速やかに確定の通知を行うものとす

る。 

 

（国庫負担金の返還） 

14 厚生労働大臣は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える国庫負担金が交付されているとき

は、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること

を命ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国庫負担金の返還） 

12 厚生労働大臣は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える国庫負担金が交付されているとき

は、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること

を命ずる。 
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（その他） 

15 (１) 端数計算の方法 

障害児施設措置費国庫負担金（やむを得ない事由による措

置費を除く。）における金額の計算過程において、ある金額

をある数値で除し又はある金額に数値を乗じて計算した場合

１円未満の端数を生じたときはその端数金額が生じた段階に

おいてこれらを切り捨てるものとすること。 

ただし、福祉・介護職員処遇改善加算費及び福祉・介護職

員処遇改善特別加算費については、処遇改善事務処理手順に

定めるところによるものとする。 

また、やむを得ない事由による措置費及び障害児施設給付

費等国庫負担金の算定方法に基づき算定する場合並びに健康

保険の療養費の算定方法に準じて算定する場合においては、

その定めるところによるものとする。 

(２) 保護単価等の特例措置 

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長並び

に市町村長は特別の事由があるため、この交付要綱に定める

保護単価その他この交付要綱に定める支弁の要件によること

が適当でないと認められるときは、その事案につき厚生労働

大臣の承認を得て、別に定めるところによって支弁すること

ができるものとする。 

 

（その他） 

13 (１) 端数計算の方法 

障害児施設措置費国庫負担金における金額の計算過程にお

いて、ある金額をある数値で除し又はある金額に数値を乗じ

て計算した場合１円未満の端数を生じたときはその端数金額

が生じた段階においてこれらを切り捨てるものとすること。 

ただし、障害児施設給付費等国庫負担金の算定方法に基づ

き算定する場合及び健康保険の療養費の算定方法に準じて算

定する場合においては、その定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

 

(２) 保護単価等の特例措置 

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は特

別の事由があるため、この交付要綱に定める保護単価その他

この交付要綱に定める支弁の要件によることが適当でないと

認められるときは、その事案につき厚生労働大臣の承認を得

て、別に定めるところによって支弁することができるものと

する。 

 


